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商 品 概 要 説 明 書 

  平成 28年 7月 1日現在 

商品名＜愛称＞ 故郷とっとり応援定期預金／スーパー定期 300 

販売対象 とっとり砂丘大山支店で口座開設をいただいた鳥取県外居住の方で、「ふるさと納税

制度」を活用し鳥取県を応援してくださる個人の方（鳥取県外居住の方のみの商品） 

※鳥取県内居住の方がお申込みをされても、「お礼の品」はお送りいたしません 

取扱期間 通年 

取扱店 とっとり砂丘大山支店 

受付方法 砂丘ダイレクトサービスのインターネットバンキングによるお申込み 

預入期間 1年（単利型） ※自動継続（利払式のみ）の取扱い  

預入 ・預入方法 ：とっとり砂丘大山支店普通預金からの振替による一括預入 

・預入金額 ：一口あたり 500万円 

・預入限度額：お一人様何口でもお申込みいただけます 

・寄附金引落：定期預金お預入または満期時、寄附金 1万円を代表口座より自動引落 

       ※引落不能の場合、鳥取県への寄附ができませんので、定期預金を解

約させていただく場合がございます 

払戻方法 ・満期日以後一括払戻（一部解約はできません） 

※所定の解約手続きを行っていただくことにより、とっとり砂丘大山支店の普通預金

口座へ入金します 

利息 ・適用金利 ： 年利 0.26％（税引前） 

・利払方法 ： 満期日以後一括支払 

・計算方法 ： 付利単位 1円、1年を 365日とする日割計算 

税金 20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の源泉分離課税 

※平成 25年 1月 1日から平成 49年 12月 31日までにお受取りになる利息には復興特

別所得税が付加され、20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の源泉分離課税が適

用されます 

手数料 ― 

付加できる特約

事項 

・総合口座の担保として利用できません 

 

中途解約時のお

取扱い 

・やむを得ず期限前解約される場合は、当行所定の期限前解約利率を適用いたします。 

詳しくは、《定期預金中途解約時の取扱い》をご参照ください。 

金利情報の入手

方法 
金利については、ホームページにてご確認ください。 

その他参考とな

る事項 

・預金通帳、証書は発行いたしません 

 お取引内容はインターネットバンキング等でご確認ください 
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・当行本支店窓口でのお取引はお取扱いいたしません 

・マル優はお取扱いいたしません 

・「とりぎんポイントサービス」による本商品の金利上乗せはいたしません 

・他の金利上乗せサービスおよびキャンペーンとの併用はできません 

・本商品は預金保険制度の対象であり同保険の範囲内で保護されます 

・市場環境や税制改正等により、商品内容を変更させていただいたり、お取り扱いを

中止させていただく場合がございます 

●預入から満期までの流れ  

初回お預入れ時に、お客さまのご預金から寄附金 1万円を自動引落し鳥取県へ「ふるさと納税」しま

す。1年後の満期時には、利息から寄附金 1万円を自動引落し鳥取県へ「ふるさと納税」することで、

毎年・自動的に鳥取県の「お礼の品」が届く仕組みです。 

 

                     

 

 

                     

  

 

  

                     

                                  

 

 

   

 

                     

  

 

                     

 

  

 

 

 

 

当行が契約している指定紛争解決機関：一般社団法人全国銀行協会 

＜連絡先＞  全国銀行協会相談室 

＜電話番号＞ 0570-017109または 03-5252-3772 

とっとり砂丘大山支店で口座開設 

砂丘ダイレクトサービスで 

本定期 500万円申込みする 

普通預金より寄附金 1万円 

を自動引落する（翌営業日） 

提携企業からの「お礼の品」 

が届きます 

鳥取県から「寄附金受領証 

明書」が届きます 

最寄りの税務署で確定申告を行う

ことで、税額控除が受けられます 

満期（自動継続・解約金受取） 

自動継続の場合は、利息入金後 

寄附金 1万円を自動引落します 

預入時 

満期時 

自動引落とならない場合、寄附ができない

為、定期預金を解約させていただく場合がご

ざいます 

※初回預入時のみ利息ではなく、お客さま自身のご預金で寄

附金をお支払いいただきます 

  

確定申告については、最寄りの税務署へお

問合せください 

寄附金引落により、提携企業より「お礼

の品」が発送になります 

鳥取県の魅力あふれる「お礼の品」をお届け

します 

ご希望の「お礼の品」定期を選択します 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用の場合は、

寄附金受領証明書と一緒に郵送されてきた申請書を、鳥取県

あてに送付ください。その場合、確定申告は不要です。 


